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２
０
０
８
年
に
東
電
設
計

が
算
出
し
た
も
の
を
言
う
）

の
到
来
を
予
見
す
る
こ
と

が
可
能
だ
っ
た
。 

◆
し
か
し
、
本
件
事
故
発
生

前
の
時
点
で
は
、
長
期
評
価

の
見
解
は
、
関
係
団
体
や
専

門
家
か
ら
お
お
む
ね
消
極

的
な
い
し
懐
疑
的
に
見
ら

れ
て
お
り
、
信
頼
性
の
高
い

も
の
と
は
評
価
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
ま
た
、
長
期
評

価
の
見
解
で
示
さ
れ
た
発

生
確
率
か
ら
し
て
も
、
福
島

第
１
原
発
の
敷
地
高
さ
を
超

え
る
津
波
が
到
来
す
る
切
迫

し
た
危
険
性
が
あ
る
と
認
識

す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。 

◆
さ
ら
に
、
経
済
産
業
大
臣

に
お
い
て
予
見
し
得
た
の

は
想
定
津
波
で
あ
る
が
、
想

定
津
波
と
実
際
に
起
き
た

本
件
津
波
と
で
は
規
模
や

到
来
の
方
向
等
に
大
き
な

違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
防

潮
堤
等
の
設
置
や
建
屋
等

の
水
密
化
な
ど
の
措
置
に

よ
り
本
件
事
故
の
発
生
を
回

避
す
る
こ
と
が
で
き
た
可
能

性
は
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。 

 

５
／
13
第
７
回
期
日
は
コ
ロ
ナ
で
取
消 

福
岡
地
裁
判
決
は
国
の
責
任
を
否
定
！ 

７月２８日に結審した子ども脱被ばく裁判に応援動画を送りました 

◆
こ
の
よ
う
な
予
見
可
能

性
や
結
果
回
避
可
能
性
の
程

度
に
加
え
、
被
告
国
（
保
安

院
）
が
津
波
の
安
全
対
策
に

つ
い
て
一
定
の
対
応
を
行
っ

て
い
た
こ
と
や
、
２
０
０
７

年
に
新
潟
県
中
越
沖
地
震

が
発
生
し
、
そ
の
後
は
地
震

動
に
つ
い
て
の
安
全
対
策

が
急
務
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
考
慮
す
る
と
、
経
済
産

業
大
臣
が
、
被
告
東
電
に
対

し
て
建
屋
等
の
水
密
化
な

ど
の
措
置
を
採
る
よ
う
義

第７回期日…１０月１４日（水） 

第８回期日… １月１４日（木） 

いずれも１４時３０分開廷 

（大阪高裁 本庁舎 201号法廷の予定） 

 

６
／
24
九
州
訴
訟
判
決 

  

６
月
24
日
、
福
岡
地
裁
で

九
州
訴
訟
の
判
決
が
あ
り
ま

し
た
。
国
の
責
任
を
認
め
ず
、

中
間
指
針
に
お
け
る
「
自
主

的
避
難
等
対
象
区
域
」
外
か

ら
の
避
難
の
相
当
性
を
認
め

な
い
、
と
い
う
極
め
て
不
当

な
も
の
で
し
た
。 

 

国
の
責
任
を
否
認
し
た
理

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
で
、
５
月
13
日
に

予
定
さ
れ
て
い
た
控
訴
審

第
７
回
期
日
は
取
り
消
し

に
な
り
ま
し
た
。
い
っ
た
ん

収
ま
っ
た
か
に
見
え
た
感

染
者
数
は
再
び
増
加
に
転

じ
、
第
２
波
と
も
い
う
べ
き

勢
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。
み

な
さ
ん
は
、
お
元
気
に
お
暮

し
で
し
ょ
う
か
。 

務
付
け
な
か
っ
た
こ
と
が
、

著
し
く
合
理
性
を
欠
く
と
は

認
め
ら
れ
な
い
。 

◆
し
た
が
っ
て
、
本
件
主
張

に
係
る
経
済
産
業
大
臣
の

規
制
権
限
の
不
行
使
は
、
国

賠
法
上
違
法
で
あ
る
と
は

認
め
ら
れ
な
い
。 

  

こ
の
福
岡
判
決
で
、
国
を

被
告
と
し
た
裁
判
で
の
判

決
は
原
告
側
の
７
勝
５
敗

と
な
り
、
国
の
必
死
の
巻
き

返
し
が
効
を
奏
し
て
き
て

い
ま
す
。
７
月
９
日
に
は
群

馬
訴
訟
の
控
訴
審
が
結
審

し
ま
し
た
。
９
月
30
日
に

は
生
業
訴
訟
の
判
決
が
出

ま
す
。
い
よ
い
よ
原
発
賠
償

訴
訟
も
正
念
場
を
迎
え
ま

す
。
い
っ
そ
う
の
ご
支
援
を

お
願
い
し
ま
す
。 

                             

＊控訴審の日程＊ 

屈
は
、
お
お

よ
そ
以
下
の

よ
う
な
も
の

で
し
た
。 

◆
経
済
産
業

大
臣
は
、
被

告
東
電
に
対

し
て
長
期
評

価
の
見
解
を

基
礎
と
し
て

試
算
す
る
こ

と
を
指
示
す

る
な
ど
す
れ

ば
、
２
０
０

２
年
末
頃
に

は
福
島
第
１

原
発
の
敷
地

高
さ
を
超
え

る
本
件
想
定

津
波
（
注
・

◆コロナの感染状況からみて、原告席も傍

聴席も制限されることが予想されます。 

◆報告集会も、どういう持ち方をするのか

決まっておりません。 

◆期日が近づいてきたら、別途お知らせ致

しますので、よろしくお願いします。 
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報
告
会
で
意
見
等

求
め
ら
れ
る
と
よ
く

わ
か
ら
な
い
発
言
を

し
て
し
ま
い
後
悔
し

て
い
ま
す
、
原
告
の
池

田
で
す
。
今
回
は
会
報

の
寄
稿
依
頼
を
頂
き
、

し
ゃ
べ
っ
て
ダ
メ
な

ら
書
い
て
み
よ
う
と

関
西
訴
訟
期
日
の
感

想
〜
人
前
で
し
ゃ
べ

る
と
な
ぜ
か
わ
か
ら

な
く
な
る
私
の
頭
の

中
の
話
を
書
き
た
い

と
思
い
ま
す
。 

７
月

30

日
に
初
め

て
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
関
西

訴
訟
期
日
報
告
会
に

参
加
し
ま
し
た
。
原
告

の
陳
述
か
ら
「
避
難
し

た
く
て
も
出
来
な
い

人
の
声
を
聞
い
た
事
が

あ
る
か
」
の
一
文
を
聞

い
た
時
、
京
都
避
難
を

友
人
に
話
し
た
日
の
事

を
思
い
出
し
ま
し
た
。 

避
難
先
を
転
々
と

し
、
母
の
入
院
手
続
き

で
福
島
に
帰
っ
た
私
は

久
し
ぶ
り
に
会
え
た
友

人
と
お
茶
を
し
て
気
が

緩
ん
だ
の
か
、
親
の
勧

め
と
自
身
の
就
職
計
画

で
京
都
に
行
く
事
を
話

し
て
し
ま
い
、
更
に
誘

っ
て
も
し
ま
っ
た
翌

日
、「
ご
め
ん
、
や
っ
ぱ

行
け
な
い
」
と
連
絡
が

来
ま
し
た
。
も
し
、
そ
の

「
行
け
な
い
」
が
、
家
族

や
仕
事
の
為
で
あ
り

「
避
難
し
た
く
て
も
出

来

な

い

人

の

声
」
で
あ
っ
た

と
し
た
ら
？
仕

事
も
、
止
め
る

家

族

も

い

な

い
、
憧
れ
の
京
都
を
熱

弁
し
福
島
を
離
れ
る

事
を
押
し
ま
く
っ
た

私
の
独
り
よ
が
り
な

発
言
は
彼
女
を
傷
付

け
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と…

今
で

も
思
い
ま
す
。
（
９
年

も
引
き
ず
っ
た
ら
消

え
て
く
れ
て
も
良
い

の
に…

こ
っ
そ
り
そ

う
も
思
い
ま
す
。
）
本

当
の
事
は
聞
い
た
事

が
無
い
の
で
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
今
も
彼
女

は
私
の
友
人
で
い
て

く
れ
ま
す
。 

郡
山
か
ら
大
阪
へ

母
子
避
難
を
し
た
原

告
の
場
合
は
、
子
ど
も

達
の
健
康
を
守
る
た

め
と
ひ
き
か
え
の
夫

（
父
親
）
と
の
９
年
間

の
別
居
と
い
う
生
活

苦
。
同
時
期
に
子
ど
も

が
生
ま
れ
た
母
親
の

場
合
は
、
年
に
一
度
一

週
間
程
度
だ
け
で
も

県
外
に
保
養
に
出
す

事
し
か
出
来
な
い
と

い
う
苦
悩
。
歪
（
い
び

つ
）
な
現
状
で
生
き
る

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたび、原告団で原告の全世

帯にアンケートを実施しました。

その際に、このコーナーへの原稿

を募集したところ、会員の皆さま

へメッセージが届きました。 

今回より順番にメッセージをご

紹介させていただきます。 

原告だより 

原発賠償京都訴訟の勝訴へ向けた活動にいつも心寄せ、活躍下さり心

よりお礼申し上げます。 

コロナ禍の中、私たちの運動も方向性を考えなくてはならないことも

あります。原告団運営委員ほか支援スタッフのみなさまも積極的な意見

を出しあい、支援する会のみなさまとのつながりを堅持し、他の団体と

の連携をはかり、必ず原発事故収束に向け解決していく所存です。今後

とも一緒に歩んで下さいます様、お願い申し上げます。また、このご時

世ですからお身体大切に、睡眠をよくとり朝日を浴びる生活を維持して

健やかにお過ごし下さいませ。             

～福島敦子～ 

新型コロナが始まってから、京都へも行けなくなり、

何かとさびしい思いをしております。 

ご支援者の応援を力強く思っております。 

今後とも宜しくお願い致します。    

～S.S.～ 

十年一昔とはよく言ったものです。 

事故が起きて妻子が避難して、別々の生活が始まって。 

私は福島で仕事しながら２週に 1回のペースで妻子に会いに京都⇔福島を往来してまし

た。そういった大変さを忘れたくないし、事故の記憶を風化させたくないという思いで裁

判をスタートしました。（今は家族一緒に暮らせてます。） 

でも、今周りを見ても事故に関する話は一切ありません。大分という福島とは距離がある

せいかもしれませんが、人々の記憶からは薄れていると感じます。 

人間は「忘れる」生き物。風化するのも致し方ない。だからこそ悲劇が繰り返されないよ

う、この裁判が転機となる事を願っています。 

～H.K.～ 

◆
関
西
訴
訟
期
日
の
感
想 

～
私
の
頭
の
中
の
話
～ 

池
田
理
紗
さ
ん 

三 

池田理紗さん 
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事
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
人
達
が
数
え
き
れ

な
い
程
の
理
不
尽
な

選
択
を
強
い
ら
れ
そ

れ
で
も
尚
、
守
っ
た
も

の
。
陳
述
の
最
後
の
ひ

と
こ
と
か
ら
も
、
守
る

べ
き
守
ら
れ
る
べ
き

も
の
は
何
な
の
か
を

再
び
考
え
さ
せ
ら
れ

る
も
の
で
し
た
。 

準
備
書
面
の
方
は

復
興
に
つ
い
て
人
口

の
推
移
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ン

ケ
ー
ト
を
挙
げ
て
反

論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

自
動
車
保
有
台
数
・
新

車
登
録
台
数
・
新
設
住

宅
数
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ン
ケ

ー
ト
「
地
域
経
済
は
復

興
し
た
か
・
震
災
の
影

響
を
脱
し
た
か
」
）―

東
電
は
そ
れ
ら
の
ど

れ
も
都
合
の
い
い
時

点
の
デ
ー
タ
の
み
を

と
り
あ
げ
て
被
害
を

過
少
評
価
し
て
い
る

事
。…

既
に
出
て
い
る

回
答
に
納
得
い
か
な

い
の
で
あ
れ
ば
自
分

で
や
れ
！
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に

さ

せ

る

ん

じ

ゃ

な

い
！
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
び
い

き
し
て
ひ
と
ん
じ
（
ひ

と
り
で
）
怒
っ
て
い
ま

し
た
。
も
っ
と
も
独
自

で
は
信
憑
性
が
無
く

て
出
来
な
い
の
で
し

いつもご支援ありがとうございます。 

このコロナ禍でなかなか直接会うことが出来ない中だから

こそ、人と人とのつながりの重要さを感じると共に、私たちの

連帯が問われているような気がしてなりません。 

今年、私は大学生になりました。オンライン授業という慣れ

ない環境下ではありますが、貪欲に向上心を持って学習してお

ります。原告団の仲間や支援者のみなさんに、ここまで育てて

いただいた恩返しが出来る様、頑張って参りたいと思います。

そして、みなさんとお会い出来る日を楽しみにしております。

どうか身体を大切になさって下さい。 

～女子大生Ａ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ょ
う
け
ど
。 

報
告
会
の
最
後
に

黒
い
雨
訴
訟
の
話
が

出
ま
し
た
。
原
告
の
全

面
勝
訴
は
黒
い
雨
訴

訟
の
司
法
上
初
め
て

の
事
だ
と
か…

黒
い

雨
訴
訟
を
ネ
ッ
ト
で

検
索
。
２
つ
程
サ
イ
ト

を
見
て
大
体
を
把
握
。

次
に
見
た
サ
イ
ト
は

赤
旗
の
デ
ジ
タ
ル
版

で
、
時
々
し
ん
ぶ
ん
赤

旗
を
読
ん
で
い
た
の

で
初
め
て
の
デ
ジ
タ

ル
版
は
新
鮮
で
し
た
。

広
島
県
原
爆
被
害
者

団
体
協
議
会
の
方
々

と
志
位
さ
ん
の
懇
談

の
記
事
で
、
黒
い
雨
訴

訟
に
控
訴
す
る
と
も

し
な
い
と
も
姿
勢
を

見
せ
な
い
首
相
を
批

判
し
て
い
ま
し
た
。
更

に
核
兵
器
禁
止
条
約

へ
の
認
識
に
進
展
が

無
い
事
、
そ
の
条
約
が

あ
と
10
カ
国
の
署
名

で
発
効
す
る
状
況
ま

で
来
て
い
る
事
、
控
訴

期
限
が
12
日
、
志
位
さ

ん
は
控
訴
を
や
め
さ

せ
判
決
を
確
定
さ
せ

る
よ
う
働
き
か
け
る

と
表
明
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
ア
ベ
ノ
ソ
ウ
リ

は
控
訴
す
る
よ
り
他

に
や
る
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
が
ぁ
！
と
思
い

ま
す
。 

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
？
マ

ス
ク
？
諸
々
で
鬱
憤
を

晴
ら
す
た
め
先
日
、
桑

田
氏
（
サ
ザ
ン
オ
ー
ル

ス
タ
ー
ズ
）
の
ラ
イ
ブ

ビ
デ
オ
を
み
て
た
ん
で

す
ね
、
こ
の
文
章
を
ま

と
め
て
い
る
間
「
人
災

列
島
に
夜
明
け
は
来
な

い
」
と
か
「
20
世
紀
で

懲
り
た
は
ず
で
し
ょ

う
？
」
と
か
歌
詞
が
ぴ

っ
た
り
で
気
に
な
り
検

索
で
は
済
ま
ず
ビ
デ
オ

を
再
生
！
も
う
仕
事
に

な
ら
な
い
！
！…

ど
う

や
っ
て
ま
と
ま
っ
た
ん

で
し
ょ
う
か
？
こ
の
文

章
。 途

中
で
暴
走
し
ま
し

た
。
会
報
に
載
せ
て
良

い
モ
ノ
か
と
も
思
い
ま

し
た
が
、
こ
う
い
う
の

し
か
書
け
ま
せ
ん
で
。

拙
文
で
ご
ざ
い
ま
し
た

が
お
読
み
頂
き
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

以
上
、
池
田
の
頭
の
中

で
し
た
。 

 

コロナ災禍により、みなさまにお目にかかれ

ないことが残念でなりません。 

一日も早く終息し、以前のように集うことが

できるよう願うばかりです。 

      ～川崎安弥子～ 

いつもお世話になっており、誠にありがとうございます。 

日々の生活に追われてしまい、なかなか活動に参加できず申

し訳ない気持ちです。 

その状況で、支援者の方々の御協力には感謝しかありません。 

～Y.O.～ 

ご支援心から感謝いたします。コロナウイル

スの感染拡大で、今誰もが大変な時ですが、

そのような中でも応援してくださる方々に、

いつも元気を頂いています。本当にありがと

うございます。 

～M.S.～ 

「ハガキ作戦」参加しました。 

このような世の中ですが、少しでも 

気持ちがつながればと思います。 

～E.W.～ 

放射能災害より間もなく10年となります。社会状況が変わっても、10年経っても一

度大気中に放出された放射能は消滅しません。しかし、人々の意識が変われば未来は変

えられます。広島地裁にて「黒い雨」訴訟が全面勝利を勝ち取ったように。 

長い闘いになったとしても「今」の私たちができることに取り組んでいきたいと思いま

すので、今後とも何卒よろしくお願い致します。 

～匿名～ 
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の
大
き
さ
と
そ
れ
を
も

た
ら
し
た
要
因
を
可
能

な
限
り
客
観
的
に
把
握

す
る
も
の
で
、
陳
述
書
に

基
づ
く
意
見
書
が
原
告

の
主
張
に
沿
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
客
観
的
に
補

う
も
の
。 

 
●
陳
述
書
分
析
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
た
こ
と 

・
事
故
当
時
、
福
島
県
の

子
育
て
世
帯
が
26
・
２
％

だ
っ
た
中
、
原
告
の
う
ち

の
子
育
て
世
帯
は
83
・

９
％
を
占
め
て
お
り
、
子

ど
も
の
放
射
能
汚
染
を

避
け
る
た
め
に
避
難
し

た
と
い
う
傾
向
が
う
か

が
え
る
。 

・
「
避
難
を
決
め
る
の
に

役
立
っ
た
情
報
」
と
し
て

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・

Ｓ
Ｎ
Ｓ
・
新
聞
・
Ｔ
Ｖ
、

「
役
に
立
た
な
か
っ
た

情
報
」
と
し
て
「
行
政
に

よ
る
広
報
」
「
政
府
や
自

治
体
に
よ
る
説
明
会
」
を

挙
げ
る
人
が
多
か
っ
た
。

行
政
へ
の
不
信
が
強
く
、

友
達
に
馴
染
め
な
か
っ

た
」
な
ど
に
よ
り
、「
体
調

や
様
子
に
変
化
が
あ
っ

た
」
58
・
５
％
、「
人
間

関
係
に
問
題
が
生
じ
た
」

39
・
０
％
、「
不
登
校
、

引
き
こ
も
り
」
22
・
０
％

な
ど
の
影
響
が
生
じ
た
。

健
康
面
で
は
、
64
・
９
％

が
「
放
射
能
の
影
響
が
考

え
ら
れ
る
症
状
」
を
発
症

し
、
12
・
２
％
が
「
精
神

症
状
」
を
発
症
し
た
。 

・
自
由
書
き
込
み
欄
に

は
、「
地
元
に
残
し
て
き

た
友
人
へ
の
罪
悪
感
を

い
つ
も
抱
え
て
き
た
」

「
い
じ
め
に
あ
っ
た
。…

そ
の
時
は
『
死
に
た
い
』

と
思
っ
た
事
も
あ
っ
た
」

「
転
校
先
に
な
じ
め
ず

勉
学
の
意
欲
を
失
っ
た
。

…

家
庭
内
暴
力
の
よ
う

な
も
の
も
あ
っ
た
」
な
ど

の
記
述
が
あ
る
。 

・
避
難
先
で
の
人
間
関
係

で
は
、「
親
切
な
人
び
と

に
助
け
て
も
ら
う
こ
と

が
あ
っ
た
」
と
す
る
人
が

77
・
６
％
い
る
一
方
、

51
・
０
％
の
人
が
「
孤
独

感
を
強
め
た
、
孤
立
し

た
」
と
回
答
し
た
。
中
に

は
、「
単
身
者
へ
の
支
援

が
非
常
に
限
ら
れ
て
い

た
。
母
子
避
難
だ
け
が
避

難
者
で
は
な
い
の
に
、
疎

外
感
が
あ
り
、
単
身
で
あ

る
こ
と
が
非
常
に
惨
め

に
感
じ
ら
れ
た
。
支
援
の

集
ま
り
に
も
孤
独
で
行

か
な
く
な
っ
た
」
と
書
き

込
ん
だ
原
告
も
い
た
。 

・
陳
述
書
作
成
時
点
で

帰
還
し
て
い
た
の
は

７
・
１
％
。
帰
還
し
な
い

人
の
98
・
０
％
が
、
そ
の

理
由
に
「
放
射
線
量
の
高

さ
、
健
康
不
安
」
を
挙
げ

て
い
る
。 

・
国
の
政
策
に
つ
い
て

は
、「
避
難
の
線
引
き
」

「
原
発
事
故
に
関
す
る

情
報
公
開
」「
避
難
基
準

を
20
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

と
し
た
こ
と
」
へ
の
不
満

が
強
く
、
東
電
、
国
の
対

応
に
対
し
て
は
共
に

96
・
４
％
が
不
満
を
持

っ
て
い
る
。 

・
以
上
の
点
か
ら
、
京
都

訴
訟
原
告
の
自
主
的
・
合

理
的
性
格
が
明
ら
か
に

な
る
と
同
時
に
、
避
難
の

緊
迫
性
・
必
然
性
が
論
証

で
き
た
と
考
え
て
い
る
。 

・
新
潟
訴
訟
原
告
と
の

違
い
を
見
る
と
、
避
難

の
理
由
は
京
都
で
は

「
放
射
線
量
が
低
い
」

が
ダ
ン
ト
ツ
だ
が
、
新

潟
で
は
、「
借
り
上
げ
住

宅
制
度
が
あ
っ
た
」
、

「
高
速
で
一
本
」
、
「
放

射
線
量
が
低
い
」
の
順
。 

・
父
親
が
母
子
に
会
い
に

来
る
頻
度
は
、
新
潟
で
は

「
月
に
２
回
以
上
」
が

92
・
９
％
。京
都
で
は「
月

に
一
度
」
が
40
・
７
％
、

そ
れ
が
、
京
都
で
の
離
婚

の
多
さ
、
子
ど
も
の
不
登

校
、
家
族
全
体
の
避
難
の

多
さ
に
繋
が
っ
て
い
る
。 

・
身
体
的
異
変
も
、
京
都

で
は
鼻
血
41
・
２
％
、
熱

23
・
５
％
、
下
痢
20
・
６
％

で
、
新
潟
の
13
・
５
％
、

２
・
８
％
、
２
・
２
％
に

比
べ
て
多
い
。
避
難
の

緊
急
性
・
必
然
性
を
示
す

も
の
。 

・
新
潟
の
場
合
、
経
済
的

困
難
を
感
じ
る
避
難
者
の

割
合
は
区
域
内
55
・
９
％

に
比
べ
、
区
域
外
78
・
７
％

の
方
が
多
い
。
大
半
が
区

域
外
の
京
都
訴
訟
の
場

合
、
さ
ら
に
経
済
的
困
難

の
度
合
い
は
大
き
い
。
こ

れ
は
国
が
中
間
指
針
で

「
自
主
避
難
」
と
名
づ
け

て
避
難
の
必
然
性
を
否

定
し
、
原
告
の
支
援
を
放

置
し
た
こ
と
の
不
適
切

さ
を
示
す
も
の
。 

中
間
指
針
の
見
直
し
は

自
主
的
に
情
報
を
入
手

し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
。 

・
家
族
に
鼻
血
、
下
痢
、

熱
、
肌
荒
れ
な
ど
の
体
調

の
変
化
が
あ
り
、「
将
来

の
健
康
影
響
に
不
安
を

感
じ
た
」「
子
ど
も
の
成

長
に
悪
影
響
が
あ
る
と

判
断
し
た
」
た
め
に
避
難

を
決
断
し
た
人
が
多
い
。

避
難
先
を
関
西
に
し
た

理
由
も
92
・
９
％
が
「
放

射
線
量
が
低
い
」
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。
避
難
に
合

理
性
が
あ
る
と
判
断
で

き
る
。 

・
避
難
に
伴
い
、
失
業
し

た
り
、
仕
事
が
見
つ
か
っ

て
も
収
入
が
減
少
し
た

人
が
多
く
、
そ
こ
に
二
重

生
活
に
よ
る
生
活
費
増

や
父
親
が
関
西
へ
通
う

交
通
費
な
ど
の
負
担
が

か
さ
み
、
多
く
の
世
帯
が

経
済
的
困
難
に
苦
し
ん

だ
。 

・
避
難
に
伴
っ
て
夫
婦
分

離
し
た
世
帯
が
53
・
６
％

あ
る
な
ど
、
母
子
避
難
の

世
帯
が
か
な
り
あ
り
、
残

っ
た
父
親
は
「
経
済
的
な

負
担
」
の
ほ
か
、「
妻
・
子

ど
も
と
離
れ
る
苦
痛
」

「
肉
体
的
な
負
担
増
、
疲

れ
」
を
味
わ
っ
た
。 

・
避
難
・
転
校
に
伴
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
に
も
「
友
人

の
喪
失
」
や
「
転
校
先
で

を
実
施
し
た
。 

・
１
つ
は
、
新
潟
訴
訟
で

の
原
告
陳
述
書
を
分
析

し
た
意
見
書（
宇
都
宮
大

学
の
高
橋
先
生
）を
参
考

に
し
て
質
問
項
目
を
定

め
、全
陳
述
書
の
内
容
を

整
理
し
た
も
の
を
、原
告

（
世
帯
ご
と
）に
チ
ェ
ッ

ク
し
て
も
ら
っ
た
。 

・
そ
れ
と
は
別
に
、
早
大

の
辻
内
先
生
が
実
施
し

て
い
る
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
リ
ス

ク
の
高
さ
を
明
確
化
す

る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
原
告
全
員
に
対

し
て
実
施
し
た
。
こ
れ

は
、原
告
の
精
神
的
苦
痛

 

６
月
28
日
、
「
控
訴

審
勝
利
を
！
第
８
回
学

習
講
演
会
」
を
オ
ン
ラ

イ
ン
（
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
）
で
開

催
し
ま
し
た
。
51
名
の

申
し
込
み
が
あ
り
、
当

日
は
45

名
ほ
ど
の
参

加
が
あ
り
ま
し
た
。
竹

沢
先
生
の
講
演
の
概
要

を
事
務
局
の
責
任
で
ま

と
め
ま
し
た
。 

 

●
２
つ
の
原
告
ア
ン
ケ

ー
ト 

・
昨
年
、
京
都
訴
訟
弁
護

団
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、

原
告
の
方
た
ち
を
対
象

に
２
つ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

竹沢尚一郎さん 

｢

福
島
原
発
事
故
避
難
者
は 

ど
う
生
き
て
き
た
か｣

 
 

 

第８回 

学習講演会

開催 

  

 

◆
竹
沢
尚
一
郎
さ
ん 

(
国
立
民
族
学
博
物
館
・
総
合
研
究
大
学
院
大
学
名
誉
教
授) 

 



 

  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会
的
孤
立
あ
り
／
な
し

（
同
４
・
２
９
０
）
を
加

え
た
４
つ
の
要
因
に
つ

い
て
は
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
ハ
イ

リ
ス
ク
と
の
相
関
は
統

計
学
的
に
証
明
さ
れ
る
。 

・
事
故
当
時
未
成
年
（
７

～
18
歳
）
だ
っ
た
原
告

の
リ
ス
ク
要
因
を
み
て

い
く
と
、
学
校
が
嫌
・
不

登
校
あ
り
／
な
し
（
同

２
・
３
５
３
）、
甲
状
腺

異
常
あ
り
／
な
し
（
同

５
・
７
５
９
）、
身
体
の
将

来
不
安
（
同
11
・
６
６

４
）、
母
親
が
ハ
イ
リ
ス

ク
あ
り
／
な
し
（
同
無
限

大
）
は
「
有
意
な
相
関
あ

り
」
と
い
え
る
。 

・
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
ハ

イ
リ
ス
ク
要
因
は
、
避
難

者
本
人
の
責
任
で
生
じ

た
か
、
そ
れ
と
も
社
会
的

支
援
の
不
足
に
よ
る
か

を
み
て
い
く
。 

・
成
人
避
難
者
の
経
済

的
困
難
は
、
原
告
の
多
く

が
辞
職
し
て
避
難
し
て

い
る
の
に
、
国
や
東
電
に

よ
る
賠
償
・
支
援
が
不
十

分
。 

・
身
体
的
異
変
は
、
原
告

の
多
く
が
体
調
や
健
康

に
不
安
を
感
じ
て
い
る

の
に
、
被
ば
く
手
帳
が
な

い
な
ど
国
・
福
島
県
の
支

援
不
足
。 

・
人
間
関
係
の
困
難
に
つ

験
な
い
し
目
撃
し
た
（
ト

ラ
ウ
マ
体
験
）、
②
強
い

恐
怖
、
無
力
感
、
戦
慄
を

経
験
し
た―

が
あ
る
と

さ
れ
る
。
区
域
内
避
難
者

だ
け
で
な
く
、
区
域
外
避

難
者
も
こ
の
条
件
に
合

致
す
る
。 

・
ト
ラ
ウ
マ
を
経
験
し
た

人
が
す
べ
て
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ

を
発
症
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と

呼
ば
れ
る
回
復
機
能
が

あ
る
た
め
だ
が
、
①
社
会

的
支
援
が
な
い
と
き
、
②

生
活
上
の
二
次
的
ス
ト

レ
ス
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
と
き
は
こ
の
機
能
が

抑
制
さ
れ
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
が

発
症
し
や
す
く
な
る
。 

・
今
回
の
調
査
の
結
果
、

成
人
：
ハ
イ
リ
ス
ク
者

の
割
合
は
55
・
９
％
で
、

平
均
点
数
が
30
・
09
点
。

事
故
当
時
７
～
18
歳
：

52
・
２
％
、
28
・
78
点
。

当
時
７
歳
未
満
：

15
・

６
％
、
６
・
91
点
。 

こ
れ
は
、
阪
神
大
震
災

で
自
宅
崩
壊
な
ど
を
経

験
し
た
被
災
者
調
査

（
39
・
５
％
、
22
・
５

点
）
、
新
潟
中
越
地
震
の

被
災
者
調
査
（
３
か
月
後

21
・
０
％
、
13
か
月
後

20
・
８
％
）
と
比
べ
て
き

わ
め
て
高
い
数
値
を
示

し
て
い
る
。 

不
可
欠
で
あ
る
。 

 
●
ス
ト
レ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト

で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と 

・
ス
ト
レ
ス
ア
ン
ケ
ー
ト

と
は
避
難
者
の
精
神
的

苦
痛
を
客
観
化
す
る
た

め
の
も
の
。 

・
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
（
ふ
る
い
分
け
）

手
法
と
し
て
国
際
的
に

認
知
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｅ

Ｓ‐

Ｒ
テ
ス
ト
を
組
み

込
ん
だ
ア
ン
ケ
ー
ト
を

原
告
全
員
に
実
施
（
回
収

率
92
・
４
％
）。 

・
22
の
質
問
項
目
に
「
全

く
な
し
」（
０
点
）
か
ら

「
非
常
に
あ
る
」（
４
点
）

ま
で
の
５
段
階
で
答
え

て
も
ら
い
、
総
計
25
点

以
上
だ
と
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の

可
能
性
が
あ
る
（
ハ
イ
リ

ス
ク
者
）
と
さ
れ
る
。 

・
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と
は
、
①
フ

ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
な
ど

の
「
侵
入
症
状
」、
②
ト
ラ

ウ
マ
の
記
憶
を
避
け
よ

う
と
す
る
「
回
避
症
状
」、

③
精
神
的
な
緊
張
状
態

が
つ
づ
く
「
過
覚
醒
症

状
」
の
３
症
状
の
発
現

（
極
め
て
過
酷
な
精
神

的
状
況
）
を
い
う
。 

・
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
発
症
に
は
２

つ
の
前
提
条
件―

①
実

際
に
死
ぬ
か
重
傷
を
負

う
よ
う
な
出
来
事
を
体

・
ま
た
早
大
の
辻
内
先
生

ら
が
実
施
し
た
関
東
地

方
へ
避
難
し
た
区
域
内

避
難
者
（
成
人
）
の
調
査

で
は
、
２
０
１
２
年
に

67
・
３
％
だ
っ
た
も
の
が

年
々
下
が
り
２
０
１
５
年

に
52
・
５
％
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
傾
向
が
続
い
て

お
れ
ば
２
０
１
９
年
に
は

30
数
％
く
ら
い
に
下
が

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
と
比
較
し
て
も
、
事

故
の
８
年
後
の
２
０
１

９
年
に
ハ
イ
リ
ス
ク
者

が
55
・
９
％
と
い
う
の

は
き
わ
め
て
多
い
。 

・
次
に
、
成
人
に
Ｐ
Ｔ
Ｓ

Ｄ
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す

要
因
を
み
て
い
く
。 

・
経
済
的
困
難
に
つ
い
て

は
、
経
済
状
況
が
震
災
前

と
「
大
き
な
変
化
な
し
」

と
い
う
人
の
ハ
イ
リ
ス

ク
者
の
割
合
に
対
す
る
、

「
悪
化
し
た
」
と
い
う
人

の
ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
割

合
は
２
・
５
８
１
（
こ
れ

を
オ
ッ
ズ
比
と
い
う
）

で
、
経
済
的
条
件
の
悪
化

は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
リ
ス
ク
を

も
た
ら
す
（
有
意
な
相
関

あ
り
）
と
い
え
る
。 

・
そ
の
ほ
か
、
身
体
的
異

変
あ
り
／
な
し
（
オ
ッ
ズ

比
２
・
９
８
９
）、
人
間
関

係
上
の
困
難
あ
り
／
な

し
（
同
２
・
６
２
９
）、
社

い
て
は
、
避
難
者
に
多
額

の
慰
謝
料
が
払
わ
れ
て

い
る
と
の
誤
解
が
あ
り
、

東
電
も
自
治
体
も
マ
ス

コ
ミ
も
そ
れ
を
修
正
す

る
努
力
を
し
て
い
な
い
。 

・
社
会
的
孤
立
に
つ
い
て

は
、
避
難
先
で
相
談
で
き

た
の
は
避
難
者
仲
間

（
70
・
５
％
）、
支
援
者
・

弁
護
士
（
47
・
４
％
）、

近
所
の
人
（
42
・
３
％
）

で
あ
り
、
仕
事
の
同
僚

（
９
・
０
％
）
や
行
政
関

係
者
は
ほ
と
ん
ど
出
て

こ
な
い
。
原
告
の
孤
立
を

防
ぐ
努
力
が
足
り
な
い

だ
け
で
な
く
、
裁
判
に
参

加
し
な
い
避
難
者
の
社

会
的
孤
立
が
想
像
さ
れ

る
。 

・
帰
還
者
の
方
が
わ
ず
か

な
が
ら
ハ
イ
リ
ス
ク
の

割
合
が
多
い
の
を
み
る

と
、
帰
還
し
た
ら
解
決
で

き
る
と
す
る
福
島
県
・
国

の
主
張
が
嘘
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
。 

・
未
成
年
で
、
女
性
の
方

が
男
性
よ
り
も
ハ
イ
リ

ス
ク
の
可
能
性
が
高
い

（
オ
ッ
ズ
比
１
・
６
３
０
）

の
は
、
将
来
の
出
産
等
に

対
す
る
不
安
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。 

・
将
来
不
安
の
大
き
さ

は
、「
将
来
自
分
の
子
ど

も
に
何
ら
か
の
異
変
が

生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
」

（
72
・
７
％
）、「
国
や
県

が
十
分
な
保
障
を
し
て

く
れ
な
い
か
も
し
れ
な

い
」（
63
・
６
％
）
と
い

う
不
安
か
ら
来
る
。 

・「
学
校
で
嫌
な
思
い
を

し
た
」と
す
る
生
徒
の
割

合
は
81
・
０
％
に
達
す

る
。国
の
支
援
不
足
は
明

ら
か
。
文
科
省
が
２
０
１

７
年
に
行
な
っ
た
全
国

調
査
の
不
十
分
さ
。「
子

ど
も
避
難
者
支
援
法
」
の

具
体
化
を
怠
っ
て
い
る

こ
と
。 

・
彼
ら
が
「
生
き
辛
さ
」

を
感
じ
て
い
る
割
合
は

54
・
２
％
に
及
ぶ
。
未
成

年
者
に
対
す
る
社
会
的

支
援
が
不
足
し
て
い
た

の
は
明
ら
か
。 

・
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
を
防
ぐ
の

に
重
要
な
の
は
、社
会
的

支
援
と
ス
ト
レ
ス
の
軽

減
、
そ
し
て
安
心
・
安
全

の
感
覚
で
あ
る
。 

 

●
意
見
書
ま
と
め 

・
成
人
・
未
成
年
者
を

問
わ
ず
、
原
告
は
自
ら

の
精
神
に
刻
印
さ
れ

た
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
高
さ

と
い
う
客
観
的
な
数

字
を
通
じ
て
、
社
会
的

支
援
の
不
足
を
訴
え

て
い
る
。 

・
国
と
福
島
県
の
不
関

与
と
不
適
切
な
関
与

（
避
難
指
示
区
域
の

設
定
、
居
住
可
能
な
地

域
を
20
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
と
定
め
た
こ
と
、

避
難
の
実
情
を
反
映

し
な
い
中
間
指
針
、
子

ど
も
被
災
者
支
援
法

の
趣
旨
を
生
か
し
た

施
策
の
策
定
の
サ
ボ

タ
ー
ジ
ュ
）
が
Ｐ
Ｔ
Ｓ

Ｄ
リ
ス
ク
に
関
わ
っ

て
い
る
。 

・
社
会
関
係
の
喪
失
と

ハ
イ
リ
ス
ク
の
相
関

が
他
の
要
因
よ
り
高

い
こ
と
は
、
国
内
避
難

民
支
援
に
お
け
る
社

会
関
係
の
支
援
の
重

要
性
を
示
す
。
水
俣
病

の
教
訓
か
ら
わ
か
る

こ
と
は
、
対
立
を
引
き

ず
っ
た
ま
ま
で
は
地

域
社
会
の
復
興
は
あ

り
え
な
い
と
い
う
こ

と
。
国
内
避
難
者
を
対

話
の
相
手
と
し
て
承

認
す
る
こ
と
が
出
発

点
で
あ
る
。 
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支援する会の会員になってください! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎年会費 個人１口:１,０００円 

     団体１口:５,０００円 

【郵便振替口座】 
口座番号:００９３０－０－１７２７９４ 

口座名称:原発賠償訴訟・京都原告団を支援する会 

※メーリングリストへの登録を希望する方は、通信欄に

メールアドレスをご記入ください。会費の切り替えをよ

ろしくお願いします。 

カンパも大歓迎です(通信欄にカンパとお書きください）。 

 

６
月
28
日
、
「
控
訴
審

勝
利
を
！
第
８
回
学
習
講

演
会
」
の
前
に
支
援
す
る

会
第
６
回
総
会
を
オ
ン
ラ

イ
ン
（
Ｚ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
）
で
開
催

し
、
45
名
ほ
ど
の
参
加
が

あ
り
ま
し
た
。 

◆
支
援
す
る
会
第
６
回
総
会
開
く 

三 

今
年
度
の
活
動
方
針
に

つ
い
て
①
新
型
コ
ロ
ナ
の

感
染
防
止
の
観
点
か
ら
傍

聴
態
勢
や
呼
び
か
け
の
仕

方
や
報
告
集
会
の
持
ち
方

な
ど
を
十
分
検
討
し
て
い

く
、
②
学
習
講
演
会
は
引

〈収入〉

2019年度（2019/4/1
～2020/3/31）決算

2020年度（2020/4/1
～2021/3/31）予算案

項目 決算 予算

年会費 472,000 440,000

カンパ 411,117 250,000

雑収入 107,205 50,000

助成金 0 20,000

前年度繰越金 412,131 235,815

合計 1,402,453 995,815

〈支出〉

項目 決算 予算

総会費・会場費 307,119 120,000

会報・チラシ作成費 122,575 100,000

郵送費（切手代） 189,661 160,000

原告交通費補助 350,854 230,000

原告交流会費用（弁当代） 7,000 10,000

近畿訴訟団交流会分担金 30,000 60,000

分担金・協賛金 2,000 30,000

宣伝・交流費 32,220 30,000

家賃分担金 20,000 40,000

講師招請費 80,000 60,000

予備費 25,209 155,815

合計 1,166,638 995,815

次年度へ繰り越し 235,815

き
続
き
オ
ン
ラ
イ
ン
を
中

心
に
開
催
す
る
、
③
審
理

の
進
展
を
み
な
が
ら
「
公

正
判
決
要
請
署
名
」
を
準

備
し
て
い
く
、
④
全
面
解

決
に
向
け
、
区
域
外
避
難

者
が
主
体
の
訴
訟
団
と

の
意
見
交
換
の
場
を
追

及
し
て
い
く
、
⑤
年
会
費

の
更
新
、
新
規
加
入
を
呼

び
か
け
る
こ
と
を
確
認
し

ま
し
た
。 

新
年
度
予
算
に
つ
い
て

は
、
原
告
・
支
援
者
が
共
に

集
ま
る
場
の
見
込
み
が
立

た
な
い
中
、
年
会
費
を
中

心
と
す
る
緊
縮
予
算
（
前

年
度
の
３
分
の
２
規
模
）

を
組
ま
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

で
し
た
。
会
の
共
同
代
表

は
、
石
田
紀
郎
さ
ん
（
市
民

環
境
研
究
所
代
表
理
事
）、

平
信
行
さ
ん
（
京
都
「
２

世
・
３
世
の
会
」
代
表
世

話
人
）、
橋
本
宏
一
さ
ん

（
日
本
国
民
救
援
会
京

都
府
本
部
事
務
局
長
）
の

お
３
人
に
引
き
続
き
引

き
受
け
て
頂
き
ま
す
。
事

務
局
体
制
も
こ
れ
ま
で

ど
お
り
の
態
勢
で
す
。 

こ
の
１
年
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。 

  

◆ 関連訴訟・集会の日程(予定) ◆ 

 ～ ８月 １８日(火) えひめ訴訟控訴審 

(１３時３０分～ 高松高裁） 

２１日(金) 千葉訴訟(第１陣）控訴審(結審・東京高裁） 

２７日(木) 南相馬・避難２０ｍＳＶ基準撤回訴訟 

(結審・東京地裁） 

９月  ６日(日) 老朽原発うごかすな！大集会 inおおさか 

(１３時～ 場所未定） 

８日(火) 大飯原発差し止め訴訟 

(１４時３０分～ 京都地裁） 

１０日(木) ひょうご訴訟(１４時～ 神戸地裁） 

３０日(水) 生業訴訟控訴審(判決・仙台高裁） 

 

【会計報告】 


